
090-9898-3660

備　考

【資格要件】普通自動車免許（自転車通勤の方は不要）

時間帯、休日、作業内容など、諸々相談可能です。まずはお問合せくださいませ。

≪注意事項≫

・事業者へはご自身で連絡いただきますようお願いします。

・雇用契約が成立した場合、お手数ですが下記の連絡先まで連絡していただけると大変ありがたいです。

飛騨市農業振興課　TEL:0577-73-7466　

連絡先

飛騨市古川町是重、飛騨市古川町上気多

雇用期間

令和6年7月11日から令和10月31日　相談可

就業時間

5時30分から8時半、14時から17時　都合の良い時間　相談可

休　日

相談可

賃　金（岐阜県の定める最低賃金以上でお願いします）

950円

募集人数

3人

勤務地

農業関係パート・アルバイト 求人票

事業者名

有限会社　サトーカルチャー

作業内容

トマトの収穫作業


